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第１章 総則 
 

（規約の適用） 

第１条 当社は、この光ネットサービス（集合住宅一括契約）利用規約［所属会員向け］（料金表を含

みます。以下「規約」といいます。）を定め、これにより光ネットサービス（当社がこの規約以外の

契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。）を、当社との間で集合住宅一括

契約を締結した管理代表者が管理する集合住宅の所属会員に限り提供します。 

  

（規約の変更） 

第２条 当社は、次のいずれかに該当する場合、この規約を変更することがあります。 

（１）規約の変更が光ネットサービス契約者の利益に適合するとき 

（２）変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容そ

の他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 

２ 当社は、前項の規定による規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日を事前に、規約を変更

する旨及びその内容と効力発生日を当社ウェブサイト（https://www.stnet.co.jp/）に掲載します。 

３ 変更後の規約の効力発生日以降に、光ネットサービス契約者が光ネットサービスを利用したときに

は、規約の変更に同意したものとみなします。 

 

（用語の定義） 

第３条 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用    語 用語の意味 

１  電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

２  電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気

通信設備を他人の通信の用に供すること 

３  光ネット 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネッ

トプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うために

当社が設置する電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との

間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設

備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。） 

４  光ネットサービス 光ネットを使用して行う電気通信サービス 

５ 光ネットサービス取扱局 電気通信設備を設置し、それにより光ネットサービスに関する業

務を行う当社及び提携事業者の事業所 

６  光ネットサービス取扱所 （１） 光ネットサービスに関する契約事務を行う当社の事務所 

（２） 当社の委託により光ネットサービスに関する契約事務を行

う者の事務所 

７  取扱局交換設備 光ネットサービス取扱局に設置される交換設備（その交換設備に

接続される設備等を含みます。） 

８  光ネットサービス契約 当社から光ネットサービスの提供を受けるための契約 

９  光ネット申込み 光ネットサービス契約の申込み 

10  申込者 光ネットサービス契約の申込みをした者 

11  光ネットサービス契約者 当社と光ネットサービス契約を締結している者 

12 管理代表者 当社と光ネットサービス契約を締結するマンションなどの建物所

有者（建物竣工までは売主、竣工後は管理組合。但し、管理組合

より管理受託を受ける管理会社も含みます。） 

13 所属会員 一括契約された状態にある集合住宅などの居住者または入居者 
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14  契約者回線 光ネットサービス契約に基づいて光ネットサービス取扱局内に設

置された取扱局交換設備と管理代表者が指定する場所との間に設

置される電気通信回線 

15 契約者回線等 （１） 契約者回線 

（２） 契約者回線に付随して当社が必要により設置する電気通信

設備 

16 相互接続点 

 

当社と当社以外の電気通信事業者（電気通信事業法（昭和５９年

法律第８６号。以下「事業法」といいます。）第９条の登録を受け

た者又は事業法第１６条の届出をした者をいいます。以下同じと

します。）との間の相互接続協定（当社が当社以外の電気通信事業

者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。

以下同じとします。）に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 

17  回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置（端末設備を除き

ます。） 

18  端末設備 契約者回線の一端に直接又は間接的に接続される電気通信設備で

あって、１の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内

（これに準ずる区域内を含みます。）又は同一の建物内にあるもの 

19  自営端末設備 管理代表者又は光ネットサービス契約者が設置する端末設備 

20  自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末

設備以外のもの 

21  収容光ネットサービス 

取扱局 

その契約者回線の収容される取扱局交換設備が設置されている光

ネットサービス取扱局 
22  技術基準等 端末設備等規則（昭和６０年郵政省令第３１号）及び別表に定め

る光ネットサービスにおける基本的な技術的事項及び端末設備等

の接続の技術的条件 

23  引込柱 契約者回線の終端に原則として最も近い距離にある電柱等 

24  引込線 契約者回線のうち、原則として契約者回線の終端に最も近い距離

にあるクロージャ（分岐装置）から当社が設置又は提供する回線

終端装置までの間の線路 
25  提携事業者 当社が光ネットサービスを遂行するにあたり業務提携している事

業者 

26  協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 

27  光電話サービス 当社が別途定める「光電話サービス（集合住宅一括契約）契約約

款」において定める電気通信サービス 

28  消費税相当額 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び同法に関する法令の

規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税され

る地方消費税の額 

 

 

第２章 光ネットサービスの種類等 
 

（光ネットサービスの種類等） 

第４条 光ネットサービスには、次の種類があります。 

種 類 内 容 

光ネットサービス 光ネットを使用して行う電気通信サービス 

２ 光ネットサービスには、料金表に規定する品目および提供の形態による種別があります。 
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第３章 光ネットサービスの提供区域等 
 

（光ネットサービスの提供区域） 

第５条 当社の光ネットサービスは、別記１（光ネットサービスの提供区域）に定める提供区域におい

て提供します。 

 

（光ネットサービスの提供範囲等） 

第６条 当社は、光ネットサービスを本邦内に限り提供します。 

２ 当社が提供する光ネットサービスの範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この

場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証

しません。 

 

 

第４章 契 約 
 

（契約の単位） 

第７条 当社は、契約者回線等１回線ごとに１の光ネットサービス契約を締結します。この場合、光ネ

ットサービス契約者は、１の光ネットサービス契約につき１人に限ります。 

 

（契約者回線の終端） 

第８条 当社は、管理代表者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として

最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端としま

す。 

ただし、料金表に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。 

２ 当社は、前項の地点を定めるときは、管理代表者と協議します。 

３ 当社は、第１項により当社が設置する回線終端装置を料金表に定めるところにより提供します。 

 

（収容光ネットサービス取扱局） 

第９条 契約者回線は、その契約者回線の終端のある光ネットサービス取扱局に収容します。  

２ 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上及び光ネットサービ

スに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容光ネットサービス取扱局を変更するこ

とがあります。 

 

（光ネット申込みの方法） 

第１０条 光ネット申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込書等に記載し、

光ネットサービス取扱所に提出していただきます。 

（１）光ネットサービスの品目及び種別等 

（２）契約者回線の終端の場所 

（３）その他光ネット申込みの内容を特定するための事項 

 

（光ネット申込みの承諾） 

第１１条 光ネットサービス契約は、光ネット申込みに対して当社が承諾したときに成立します。 

２ 当社は、次のいずれかの場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 

（１）光ネットサービスを提供することが技術上又は経済上著しく困難なとき。 
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（２）契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。 

（３）第３４条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

（４）その他光ネットサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると

当社が判断したとき。 

 

（提供開始日） 

第１２条 光ネット申込みに基づき、当社が当該光ネットサービスの工事を完了した日を光ネットサー

ビスの提供を開始した日とします。 

 

（契約者回線等の移転） 

第１３条 光ネットサービス契約者は、契約者回線等の移転を請求することができません。 

 

（その他の契約内容の変更） 

第１４条 当社は、光ネットサービス契約者から請求があったとき（別記２（契約者の地位の継承）及

び別記３（契約者の氏名等の変更）に定める変更を含みます。）は、第１０条（光ネット申込みの方

法）第１項第３号に規定する契約内容の変更を行います。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第１１条（光ネット申込みの承諾）の規定に準じて取り扱い

ます。 

 

（利用の一時中断） 

第１５条 当社は、光ネットサービス契約者から請求があったときにおいて、当社の光ネットサービス

の利用に支障をきたすと当社が認めた場合は、光ネットサービスの利用の一時中断（その光ネットサ

ービス契約に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以

下同じとします。）を行います。 

 

（光ネットサービス利用権の譲渡禁止） 

第１６条 光ネットサービス利用権（光ネットサービス契約者が光ネットサービス契約に基づいて光ネ

ットサービスの提供を受ける権利）は、譲渡することができません。ただし、別記２（契約者の地位

の継承）に定める場合は除きます。 

 

（光ネットサービス契約者が行う光ネットサービス契約の解約） 

第１７条 光ネットサービス契約者は、光ネットサービス契約を解約しようとするときは、あらかじめ

光ネットサービス取扱所に書面により通知していただきます。 

２ 前項により、光ネットサービス契約を解約する場合、光ネットサービス契約者が所有又は占有する

敷地、家屋、構築物等の復旧を要するときには、光ネットサービス契約者にその復旧に要する費用を

負担していただきます。 

 

（当社が行う光ネットサービス契約の解約） 

第１８条 当社は、第２６条（利用停止）の規定により光ネットサービスの利用を停止された光ネット

サービス契約者が、その事実を解消しないときは、光ネットサービス契約を解約することがあります。 

２ 当社は、光ネットサービス契約者が第２６条（利用停止）第１項各号のいずれかに該当する場合に、

その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第２６条（利用停止）の規

定にかかわらず、光ネットサービスの利用停止をしないで光ネットサービス契約を解約することがあ

ります。 

３ 当社は、前２項の規定により光ネットサービス契約を解約しようとするときは、あらかじめ光ネッ

トサービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 
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４ 前２項による解約にあたり、光ネットサービス契約者が所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等

の復旧を要する場合には、光ネットサービス契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。 

 

（契約者回線の提供ができなくなった場合の措置） 

第１９条 当社は、当社、管理代表者及び光ネットサービス契約者の責めによらない理由により契約者

回線の提供ができなくなった場合は、光ネットサービス契約を解約することがあります。 

２ 当社は、前項の規定により、光ネットサービス契約を解約しようとするときは、あらかじめ光ネッ

トサービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

 

（その他の提供条件） 

第２０条 光ネットサービス契約に関するその他の提供条件については、別記２（契約者の地位の継承）、

別記３（契約者の氏名等の変更）、及び別記７（管轄裁判所） に定めるところによります。 

 

 

第５章 端末設備の提供 
 

（端末設備の提供） 

第２１条 当社は、光ネットサービス契約者から請求があったときは、光ネットサービスの提供に必要

となる端末設備を料金表に定めるところにより提供します。 

 

（端末設備の移転） 

第２２条 当社は、当社が提供する端末設備の移転を行いません。 

 

 

第６章 回線相互接続 
 

（当社又は他社の電気通信回線との接続） 

第２３条 光ネットサービス契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されてい

る電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信

サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気

通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他そ

の接続の請求の内容を特定するための事項について当社所定の書面に記載し、光ネットサービス取扱

所に提出していただきます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、その接続に係る電気通信回線の利用が当社又は前項により光

ネットサービス契約者が接続を請求した当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表により制

限される場合を除いて、その請求を承諾します。この場合、当社は、相互に接続した電気通信回線に

より行う通信について、その品質を保証いたしません。 

３ 光ネットサービス契約者は、前２項に規定する接続について、第１項の書面に記載した事項を変更

しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、

前項の規定に準じて取り扱います。 

４ 光ネットサービス契約者は、第１項及び第２項に規定する接続を廃止しようとするときは、あらか

じめ書面により光ネットサービス取扱所に通知していただきます。 

 

 



 

6 

（相互接続点の所在場所の変更） 

第２４条 当社は、当社以外の電気通信事業者と締結する相互接続協定に基づき、光ネットサービスに

係る相互接続点の所在場所を変更することがあります。 

 

 

第７章 利用中止等 
 

（利用中止） 

第２５条 当社は、次の場合には、光ネットサービス契約者にかかる光ネットサービスの利用を中止す

ることがあります。 

（１）当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。 

（２）前条（相互接続点の所在場所の変更）の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。 

（２）第２８条（通信利用の制限等）の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。 

２ 当社は、前項の規定により光ネットサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを管理

代表者及び所属会員に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

 

（利用停止） 

第２６条 当社は、管理代表者又は光ネットサービス契約者が次のいずれかに該当するときは、６ヶ月

以内で当社が定める期間（その光ネットサービスの料金その他の債務（この規約の規定により、支払

いを要することとなった光ネットサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務

をいいます。以下この条において同じとします。）を支払わないときは、その料金その他の債務が支

払われるまでの間）、その光ネットサービスの利用を停止することがあります。 

（１）光ネットサービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

（２）当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約約款の料金等について、支払期日

を経過してもなお支払わないとき。 

（３）第３４条（利用に係る契約者の義務）又は第３５条（契約者以外の者の利用に係る義務）の規定

に違反したとき。 

（４）当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事

業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し

たとき。 

（５）契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他

電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又

はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信

設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。 

（６）前各号のほか、この規約の規定に違反する行為であって光ネットサービスに関する当社の業務の

遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがあると当社が判断した

とき。 

２ 当社は、前項の規定により光ネットサービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その

理由及び利用停止期間を、第１項第１号及び第２号の場合は管理代表者及び光ネットサービス契約者

に、第１項第３号乃至第６号の場合は光ネットサービス契約者に通知します。ただし、第１項第３号

の規定により光ネットサービスの利用停止をする場合は、この限りではありません。 

 

（サービスの廃止） 

第２７条 当社は、光ネットサービスの全部または一部を廃止することがあります。 

２ 前項の廃止を行う場合、当社は、管理代表者又は光ネットサービス契約者に対し、廃止日までの充
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分な期間を設けた上で事前に通知いたします。 

 

 

第８章 通信 
 

（通信利用の制限等） 

第２８条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の

予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容

とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に

掲げる機関に設置されている契約者回線等（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限りま

す。）以外の契約者回線等の利用を制限することがあります。 

機関名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

警察機関（海上保安機関を含みます。以下同じとします。） 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

当社が別記４に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 

２ 通信が著しく輻輳したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設

備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 

３ 光ネットサービス契約者が、当社の光ネットサービスの提供、他の契約者の光ネットサービスの利

用または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし若しくは及ぼすおそれのある場合は、その契約

者回線の最大符号伝送速度など通信の利用を制限する場合があります。 

 

 

第９章 料金等 
 

（料金及び工事等に関する費用） 

第２９条 当社が提供する光ネットサービスの料金等は、料金表に定めるところによります。 

 

 

第１０章 保 守 
 

（契約者の維持責任） 

第３０条 光ネットサービス契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気

通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。 
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（契約者の切分責任） 

第３１条 光ネットサービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続され

ている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、光ネットサービ

ス契約者が設置する自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただき

ます。 

２ 前項の確認に際して、光ネットサービス契約者から請求があったときは、当社は、光ネットサービ

ス取扱局において試験を行い、その結果を光ネットサービス契約者に通知します。 

３ 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、光

ネットサービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営

電気通信設備にあったときは、管理代表者又は光ネットサービス契約者にその派遣に要した費用を負

担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を

加算した額とします。 

 

（修理又は復旧の順位） 

第３２条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は

復旧することができないときは、第２８条（通信利用の制限等）の規定により優先的に取り扱われる

通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第１

順位又は第２順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたも

のに限ります。 

順位 機関名 

１ 気象機関との契約に係るもの 

水防機関との契約に係るもの 

消防機関との契約に係るもの 

災害救助機関との契約に係るもの 

警察機関との契約に係るもの 

防衛機関との契約に係るもの 

輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 

通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 

電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 

２ ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 

水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 

選挙管理機関との契約に係るもの 

当社が別記４に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係

るもの 

預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 

国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの（第１順位となるものを除きます。） 

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 

（注）当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は減失した契約者回線

について、暫定的にその契約者回線を収容する光ネットサービス取扱局を変更することがありま

す。 

 

 

第１１章 免 責 
 

（免責） 

第３３条 当社は、光ネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりそ
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の提供をしなかった場合でも、その光ネットサービス利用者への損害は賠償しません。 

 

 

第１２章 雑 則 
 

（利用に係る契約者の義務） 

第３４条 光ネットサービス契約者は次のことを守っていただきます。 

（１）通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。 

（２）他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法令に反する態様で光ネットサービ

スを利用しないこと。 

（３）別記５に定める禁止事項に抵触しないこと。 

 

（契約者以外の者の利用に係る義務） 

第３５条 光ネットサービス契約者は、その契約者回線等を光ネットサービス契約者以外の者に使用さ

せる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。 

（１）光ネットサービス契約者は、前条の規定の適用について、その契約者回線等を使用する者の行為

についても、当社に対して責任を負うこと。 

（２）光ネットサービス契約者は、当社が次に定めるこの規約の規定について、その契約者回線等に接

続する端末設備、自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設

置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。 

ア 第３０条（契約者の維持責任） 

イ 第３１条（契約者の切分責任） 

 

（ユーザＩＤ及びパスワードの管理） 

第３６条 当社は、契約の成立に伴い光ネットサービス契約者にユーザＩＤとパスワードを付与します。 

２ 光ネットサービス契約者は、ユーザＩＤ及びパスワードを適切に管理していただきます。 

３ 光ネットサービス契約者は、ユーザＩＤ、パスワード及び本サービスを第三者に利用させること、

貸与、譲渡または売買することはできません。 

４ ユーザＩＤ及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者の不正使用に起因する損害は

光ネットサービス契約者に負っていただき、当社は責任を負いません。 

５ 前項に該当する事実が判明した場合、光ネットサービス契約者は当社に通知してください。 

６ 光ネットサービス契約の解約に伴い、光ネットサービス契約者は当社にユーザＩＤを返還していた

だきます。 

 

（契約者の氏名等の通知） 

第３７条 当社は、別記８（提携事業者）に定める提携事業者又は協定事業者から請求があったときは、

光ネットサービス契約者の氏名及び住所等をその提携事業者又は協定事業者に通知することがあり

ます。 

 

（契約者に係る情報の利用） 

第３８条 当社は、光ネットサービス契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居

所又は請求書の送付先等の情報を、当社、提携事業者又は協定事業者の契約の申込み、契約の締結、

工事その他の当社の契約約款等、提携事業者又は協定事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上

必要な範囲で利用します。なお、光ネットサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的につ

いては、当社ホームページで公表する「個人情報保護方針」において定めます。 
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（注）業務の遂行上必要な範囲での利用には、光ネットサービス契約者に係る情報を当社の業務を委託

している者に提供する場合を含みます。 

 

（注意喚起） 

第３９条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構

が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対

電気通信設備サイバー攻撃（情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を

通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信

により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。）のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送

信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場

合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のＩＰアドレス

及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する光ネットサービス契約者を確認し、注意喚起

を行うことがあります。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第４０条 申込者または光ネットサービス契約者（共に法人の場合を含む）は、次の各号のいずれかに

も該当しないことを表明し、かつ 将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとしま

す。 

（１）自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、

暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動など標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団などその

他これらに準じる者（以下「暴力団員など」といいます。）であること。  

（２）暴力団員などが経営を支配していると認められる組織等との関係を有すること。  

（３）暴力団員などが経営に実質的に関与していると認められる組織等との関係を有すること。 

（４）自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団

員などを利用していると認められる組織等との関係を有すること。  

（５）暴力団員などに対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められ

る関係を有すること。  

（６）自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員などと社会的に非難されるべき

関係を有すること。  

２ 申込者または光ネットサービス契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当

する行為を行わないことを保証するものとします。 

（１）暴力的な要求行為  

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為  

（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為  

（４）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害す  

る行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

３ 当社は、申込者または光ネットサービス契約者が前項に規定する事項に反すると具体的に疑われる

ときは、申込者または光ネットサービス契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、申込

者または光ネットサービス契約者は、これに応じるものとします。この場合において、当社は申込者

または光ネットサービス契約者に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、申

込者または光ネットサービス契約者は、これに応じるものとします。 

４ 当社は、申込者または光ネットサービス契約者が本条第１項各号のいずれかに該当することもしく

は本条第２項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、本条第１項もしくは本条

第２項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、または前項に規定する調査などに応

じないもしくは調査などにおいて虚偽の回答をした場合であって、本契約の申込みを承諾することま
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たは本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないこ

とまたは本契約を解除することが出来るものとします。 

５ 申込者または光ネットサービス契約者は、前項の適用により、申込者または光ネットサービス契約

者自身に損害などが生じた場合であっても、当社に対し、当該損害などの賠償を請求しないものとし

ます。 

 

（閲覧） 

第４１条 光ネットサービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。 

２ 当社は、当社が指定する光ネットサービス取扱所において、光ネットサービスを利用する上で参考

となる、別記６（技術資料の項目）に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 

３ 当社は、この規約において、当社が別に定めることとしている事項について、閲覧に供します。 
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別  記 
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別 記 

 

１ 光ネットサービスの提供区域 

光ネットサービスの提供区域は、次に掲げる市町村の区域のうち当社が別に定める区域とします。 

市町村の区域 

高松市、綾歌郡（宇多津町）、木田郡（三木町）、さぬき市、丸亀市（旧丸亀市、飯山地区、 

綾歌地区）、多度津町、まんのう町、琴平町、三豊市、観音寺市、今治市、宇和島市、八幡浜市、 

伊方町、新居浜市、西条市、徳島市、吉野川市、阿南市、阿波市、小松島市、鳴門市、石井町、 

藍住町、板野町、上板町、北島町、松茂町、美波町、牟岐町、海陽町、高知市、土佐市、須崎市、 

南国市、吾川郡（いの町）、香南市、宿毛市、奈半利町、安田町、北川村、馬路村 

（注）当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、光ネットサービスの需要と供給の見込み

等を考慮して光ネットサービス提供区域を設定します。 

 

２ 契約者の地位の継承 

（１）相続又は法人の合併等により、光ネットサービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又

は合併等の後存続する法人若しくは合併等により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、

速やかに光ネットサービス取扱所に届け出ていただきます。 

（２）（１）の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に対する代表

者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 

（３）当社は、（２）の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの１人

を代表者として取り扱います。 

 

３ 契約者の氏名等の変更 

（１）光ネットサービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、その

ことを速やかに光ネットサービス取扱所に届け出ていただきます。 

（２）（１）の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただ

くことがあります。 

 

４ 新聞社等の基準 

区 分 基 準 

１ 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

（１）政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目

的として、あまねく発売されること。 

（２）発行部数が一の題号について８，０００部以上であること。 

２ 放送事業者 電波法（昭和２５年法律第１３１号）の規定により放送局の免許を受けた者 

３ 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に

掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報（広告を除き

ます。）をいいます。）を供給することを主な目的とする通信社 

 

５ 光ネットサービスにおける禁止事項 

光ネットサービス契約者は、光ネットサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとしま

す。 

（１）他人の知的財産権（著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等）、その他の権利を侵害す

る行為、又は侵害するおそれのある行為。 

（２）他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。 

（３）他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。 

（４）脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。 
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（５）詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買、業務妨害等の犯罪

行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。 

（６）わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載

する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させ

る広告を表示または送信する行為。 

（７）法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為（無限連鎖講（ネズミ講）の開設若しくはこれ

を勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。）。 

（８）光ネットサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。 

（９）他人になりすまして光ネットサービスを利用する行為（偽装するためにメールヘッダー等の部分

に細工を行う行為を含みます。）。 

（10）他の契約者等の個人情報を収集又は蓄積する行為。 

（11）有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。 

（12）画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすること

に悪い影響を及ぼすおそれがある行為。 

（13）本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行

為。 

（14）本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信す

る行為。 

（15）継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営

に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。 

（16）違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為 

（17）違法行為（けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫

等）を請負し、仲介しまたは誘引（他人に依頼することを含む）する行為 

（18）人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他

者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為 

（19）人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹

介するなどの行為 

（20）その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る

行為。 

（21）犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱した

り、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為 

（22）当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答

させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。 

（23）光ネットサービスの一部または全部を第三者（同一契約者回線等を使用する同居の家族等は除き

ます）に利用させたり、転貸する行為。但し、当社が別に定める事業者が提供するサービスを利用

する場合を除く。 

（24）その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。 

（25）その他、当社が不適切と判断する行為。 

 

６ 技術資料の項目 

自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 

 

７ 管轄裁判所 

この規約に関する訴訟については、高松地方裁判所又は高松簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とし

ます。 

 



 

15 

８ 提携事業者 

  当社は、下記の事業者を提携事業者として扱います。 

株式会社ケーブルメディア四国 

高知ケ－ブルテレビ株式会社 

株式会社愛媛ＣＡＴＶ 

ケーブルテレビ徳島株式会社 

株式会社ケーブルネットおえ 

石井町有線放送農業協同組合 

一般社団法人香南ケーブルテレビ 

エーアイテレビ株式会社 

株式会社ひのき 

国府町農事放送農業協同組合 

株式会社テレビ鳴門 

一般財団法人八西ＣＡＴＶ 

よさこいケーブルネット株式会社 

西南地域ネットワーク株式会社 

徳島県南メディアネットワーク株式会社 

株式会社ケーブルテレビあなん 

株式会社東阿波ケーブルテレビ 

宇和島ケーブルテレビ株式会社 

奈半利町、安田町、北川村、馬路村 

中讃ケーブルビジョン株式会社 

今治シーエーティーブィ株式会社 

三豊ケーブルテレビ放送株式会社 

阿波市 
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通則 

 

（料金の請求） 

当社は、光ネットサービス契約者に本サービスの利用料金を請求することはありません。 
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第１表 料金 

 

第１ 利用料金 

１ 適用 

区 分 内 容 

（１）品目及び種別

等に係る料金

の適用 

ア 光ネットサービスには次の品目があります。 

品 目 内 容 

100Mb/s 最大 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

1Gb/s 最大 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの 

イ 光ネットサービスには、次表のとおり提供の形態による種別があります。 

種 別 内 容 

プラン１ 利用できる動的グローバルアドレスの数が１までのも

の 
 

 

２ 料金額 

２－１ 定額利用料 

２－１－１ 基本額 

 

料金種別 

料金額 

[１契約者回線等ごとに月額] 

（税込価格） 

プラン１に係るもの（回線終端装置の使

用に係る利用料を含みます。） 

プラン１ 
 

－ 

備考 

１ 通信の着信先は同時に１つまでとしていただきます。 
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２－１－２ 付加機能利用料 

 

１ 無線Ｌ

ＡＮ対応ル

ータ機能 

 

所属会員の居住場所におい

て、複数台の自営端末設備を

有線ＬＡＮまたは無線ＬＡＮ

でインターネットプロトコル

により伝送交換するための機

能をいいます。 

１の契約者回線等に

おいて光ネットサー

ビスと光電話サービ

スを利用する場合 

 

無料 

備

考 

ア 当社は、１の契約者回線等につき１の機能を提供します。 

イ 当社は、光ネットサービス契約者の責めに帰さない理由により当該機能が正

常に利用できなくなった場合、当社の責で修理または取替等の対応を行うもの

とします。 

ウ 光ネットサービス契約者は、当該機能の利用に必要となる電源、設置場所、

無線ＬＡＮ対応子機等を提供するものとします。 

エ 光ネットサービス契約者は、当該機能の利用にあたり行う各種設定を自己の

責任のもとで行うものとします。 

オ 当社は、光ネットサービス契約者の責めに帰すべき事由により無線ＬＡＮ対

応ルータを滅失または毀損した場合は、購入代価格相当額を光ネットサービス

契約者に請求できるものとします。 

カ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、一切責任を負いませ

ん。ただし、当社責による場合は、この限りではありません。 

キ 光ネットサービス契約者は、当該機能の解約を行う場合、直ちに無線ＬＡＮ

対応ルータを当社に返還するものとします。なお、当社が定める期日までに返

還が行われない場合には、購入代価格相当額を光ネットサービス契約者に請求

できるものとします。 

ク 本機能において、その他提供条件については、当社が別に定めるところによ

ります。 

ケ 当社が設置する無線ＬＡＮ対応ルータにのみ適用します。 
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別表 光ネットサービスにおける基本的な技術的事項 

光ネットサービス 

品目 インタフェース条件 

100Mb/s 

 

IEEE802.3準拠 100BASE-TX 又は 10BASE-T 

(ISO 8877 準拠 RJ-45 ８ピンモジュラーコネクタ) 

1Gb/s 

 

IEEE802.3 準拠 1000BASE-T 又は 100BASE-TX 又は 10BASE-T 

(ISO 8877 準拠 RJ-45 ８ピンモジュラーコネクタ) 
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附 則 

（実施期日） 

１ この規約は、２０１３年１１月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この規約は、２０１５年１月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この規約は、２０１５年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この規約は、２０１６年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この規約は、２０１８年５月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この規約は、２０１８年６月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この規約は、２０１９年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この規約は、２０１９年８月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この規約は、２０２０年２月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この規約は、２０２０年３月３０日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この規約は、２０２０年１１月１日から実施します。 
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附 則 

（実施期日） 

１ この規約は、２０２１年１２月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この規約は、２０２２年４月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この規約は、２０２２年１１月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この規約は、２０２２年１１月２６日から実施します。ただし、別記１の市町村の区域三豊市のう

ち、仁尾町における光ネットサービスの提供開始は、２０２２年１２月１日以降とします。 

 


